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１．項目 公職選挙法によるインターネットを用いた選挙運動の禁止 

２．既存の制

度・規制等

によってＩ

ＣＴ利活用

が阻害され

て い る 事

例・状況 

公職選挙法では、文書図画を使った選挙運動が包括的に禁止されており、

ビラ、葉書等の一部の手法が限定された態様で認められているに過ぎない。 

そのため、選挙期間中に立候補者や有権者がインターネットを利用して選

挙運動を行うことも禁止されている。 

昨今、インターネットが国民の情報発信・収集のインフラとして幅広く利

用されているにもかかわらず、こと選挙運動では、立候補者が有権者に対

してインターネットを用いて情報を発信することができない状況にある。 

また、有権者がインターネットを利用して立候補者に関する情報を収集し

たり、自らの考えを発表することも禁止されている。 

３．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の根

拠 

公職選挙法第142条乃至第146条 

４．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の見

直しの方向

性について

の提案 

公職選挙法第142条以下を改正して、選挙期間中の立候補者や有権者のイン

ターネットを利用した情報発信を適法とし、インターネットを利用した選

挙運動を解禁する。 

これにより、立候補者は、ビラ配布・葉書送付のような費用のかさむ手段

を利用することなく、自らの政策や政治信条を有権者に対して広くアピー

ルできる。 

有権者も選挙に関する多くの情報を手にすることができるようになり、自

ら選挙に関する考えを発表することもできるようになる。 

 


